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改正海上衝突予防法中漁船に関して

八反田吉常

く運用学教室〉

ON THE FISHING BOA TS PRESCRIBED IN THE REVISED INTERNA TIONAL 

REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA 

Yoshitsune HACHITANDA 

(S民tionof Seamanship， Faculty of Fishぽi凶， Hokkaido Univeristy) 

The IntぽnationalRegulations for Preventing Collisions at Sea wぽewholly re-argued 

and revi記 din the International Conf，ぽ回目 onSafety of Life at Sea in London， 1948; 

lately it has been decided that the Regulations will go into effect on ]anuary 1st 1954 

internationally in every country that approved them. 

The author considered all aspects of the requirements， chiefly as concerning the fishing 

boats， laid down in the requirements. 

はしがき

現行海上衝突予防法は明治廿六年一月一日より実施せられたもので共の後1929年4月の国際会議で

十三個条に豆り改正の上我が国では国際梅上筒突予防規則として昭和十年七月一日公布されたが各国

に於ける種々の事情のため改正規則の施行が延期せられていたところ1948年Londonで開催せられた

第三国“海上に於け忍人命の安全に関ナる国際会議"に於て同規則は全面的な再検討が行われ採択さ

れたものを我が国でも之れを受諾し是の再改正規則に準拠して本年八月一日公布されたものが改正海

上衝突予防法である。

本法は昭和二十九年一月一日を期し世界各受諾国〈現在四十ヶ国〉に於て同時に実施せられる運び

となっている。

本法に依れば漁船は漁掛に従事していないときは総て共の種類と積量に応ヒた舶灯形象物等の表示

を為ナペく第四条及び第十一条の紅灯及び形象物の掲揚を兎除される条項は除かれ之れ等の備付けが

必要となった。但し第七条の規定に該当ナる漁船には同条第6項に依り之れを表示ナることが免除さ

れている。漁掛中の漁船に関ナる灯火形象物等は引きなわ漁船，網又はなわ漁船(漁具の長さに依りニ

種に分ヲ〉及び底引き網漁船の四種に区別し共の舶の大小或は甲板の有無等形態に依る差別は主主い。

又第二十六条が改正せられ℃漁携中の漁船に特典が与えられたことが主要主主点、であ忍。

漁船の灯火等

第九条第1項によれば漁船は共の大小にか Lわら歩特別の場合を除いて灯火又は形象物の視認匝離

は少くとも 2海里以上の性能を有ナるものと改正されたので電気灯では.20ワット，抽灯では石油を使

用し火口の形状が一字形で灯芯の幅は25mm与しf二の舶灯試験規程により合格したものが要求される。
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邸ち甲種又は乙種舶灯である。又かご等の形象物の大いさが示されていないが径は0.61メートル以上

のものと解ナべきであるe

尚白灯は全周より完全に見得る構造であP且ヲ掲揚位置でなければならす索具其の他のため中断せ
られることのない様注意したければならない。

是れ等の灯火や形象物は「我が舶は漁携中怒りJ.J:.の信号であり航法の第二十六条によ忍保持舶で
あることを相手舶に肇警告表示するものであ忍から漁場を変更するため移動中の如く現実に漁拐に従事

し℃いない之をに表示ナる乙とは許さあぺきでない。

本法り漁掛中とは現に漁具を漁掛のため海中に延出してあり且つ漁具の一端が漁船に連続されて居

~状態を調う。従って漁具を放して附近にて迄れを監視巡航中の如きは含まない。第 2 項引なわを用

いて漁拐をし℃いる漁船は其の種類と積量に応じた灯火を表示ナペく規定され℃いる。即ち航法上漁

拐中の漁舶とは認められない。いか釣P或は鰹釣りの如く一本釣り漁船をなわを用いて漁拐に従事し
てゐる漁般と認めるかどうかには問題が残る。其の操船性能から本項に準じて一般高師自と同様に処置

ナべきではなかるうか。

底びき網ム引きなわを除い℃総℃の漁具を含む網又はなわを用いτ漁措に従事している漁船は共の
種類の如何を問わ歩無甲板般であっても其の延出ナる漁具の長さ〈漁船よ P漁具の先端までの水平距

離は漁具の長さによ P推知ナ~よ P方法がない) 1153メートル以下ならば白灯1個及び他船よ接近ナ

る与さは漁具の方向を表示ナあため同様の白灯1個を掲ぐベく昼間はかど 1個を掲げなければならな

い。乙のかごは球形に見えるものは避くべきであろう O 又との場合動力船で対水速力を持ヲていτも
舷灯を掲げることは許され主にい。若し掲ぐれば他般より一般船舶の航行中と誤認せられる虞れあり第

二十六条の遁用上危険を伴うこと Lなる O

前項の漁具の長さが 1153メートルをこえ忍場合は白灯8個を垂直に三角形に掲げ対水速力を有ナる

之さは共の積量に応じた舷灯を掲げ怠ければなら歩昼間は舶背にかさ 1個と第十四条の円銚形象物1

個を掲げ怠ければたらたい。との場合漁具の方向を指示する白灯の規定はたい。

三角躍の白灯によ P漁掛中なるととを表示じてい.pのであ忍から漁具の方向を表示ナあ白灯は船ら

わしいものみは考えられヂ漁具が裁措.mに及ぶが如き場合には殊に必要でろうが規定のないと2:.及び

之れ危掲げ.1)としτも英の位置にづいても問題は残る。
底刺し網投網中たとえ其の漁具が1153メートルを越えて延出されたときでも水面紅くに漁具が浮酷

しτいる部分の長惑がlo8メ四ト;t..以上に及ぶとは考えられたいから前項tc.従って差し支えないと解
ナる。

前第8項及び第4項の漁船は規定された灯火以外の灯火を掲ぐあととは許され守且ヲ第5項底びき

網漁船は船尾灯を掲ぐべきととを明示してある点より見℃も第十条の船尾灯は之れを掲ぐベきもので

はない。

叉本法には日本近梅に於けるこ十噸未満の漁船に対する特典は認められてい怠い。従つ℃二十噸未

満の漁舶も必歩前各項に規定せられた灯火形象物の表示をしなければ友らない。但し霧中信号に関し

ては第十五条第8項第八号の規定に従えばよいとと0/;輪であ忍。

第5項の海底又は其の附近を引く漁具とはうた瀬網桁網手操網はあ論底引き網にて沈子を軽くして

漁具を海底よ P離して引く場合を指したものであろう。果して然らばとの場合には底びき網漁掛中よ

H速力はつ々をく時漉四梅里を越ゆるととああベくとのことは他舶に於て考慮さあべきであるう。

之れ嬉の動力舶は三色灯と白灯を黍直に掲げると共に第十条の船尾灯をも掲げなければたらたい。

但レ本項の動力舶が小形船〈第七条の船舶より少し大形のものを含むよ解ナ〉であヲて荒天等止むを
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特注い場合には舶尾灯の代Pに白色の携帯電灯〈普通市販せられているもの}を手佐かに備え勝十条
第2項に従い示ナととを以って足りる。但し英の責任は小型舶にある O

帆舶にあてコては動力舶の掲げる白灯1個と白色の炎火を掲示す忍必要がある。白色〈普通の特別に

着色の無い〉の炎火は接近する他舶より明確に認め得る位置な-3ことを要し舶尾灯の掲示は必要がな

い。

昼間に於て・は動力船帆船共にかど 1伺を掲げ其の漁掛中1l'.る ζとを農示し怠ければたら官民い。

本項の漁船は揚網の後同一漁場に於て共図の投網をナる場合漁具がしばらく水中に無い期聞があ名

が斯-3期間もゑれ繕の灯火等を掲示するととは差し支えゑいと解されあが薬の時の漉カは引書網中の

漉カ町左越え.Qものであてコては私らない。

第6項の漁船は網又はなわを用いるあらゆる種類の漁具に依-3漁拐をしている漁輸と解ナペ〈種。

て本条第2項の引きなわ漁船も亦作業用の灯火を用》又は詮意喚起のための炎火を示すととが尚来-30

第7項停泊していて漁拐に従事している漁船たとえば引き寄せ網漁船の錨にかιり網を引き寄せ，中

の如きは一般船舶の碇拍中と同様の灯火又は形象物〈黒球〉を掲げ他舶が援置して来たときにほ漁具

の方向に白灯又はかどを表示し怠ければ君主らたV¥"

第 8項漁兵が岩茶の他障害物にからみづいた場合は総ての漁掛中の表示信号は降ろし一般舶舶!の碇

泊中と開様第十一条の規定にのみ従い漁槽中の表示は出来たいが霧もや暴雨俸とれ等と同績に視界が

制限された場合や又は視界がたとゑ広い場合でも昼夜を問わ令他の傑揃が媛近して来たときは更ら肥

第十五轟第8項第五号・の謹続した長短短の三者を鳴らさ怠ければならたい。

第十五条第 8項第四号及び第七号の各後段に規定された碇泊又は乗り揚げ中の船舶の発ナ~短長短

三智の瞥告信号止ま任意信号であるが本項の長短短三者の吹鳴は強制であミ50従って碇拍舶の如〈取り

扱われヲ与も短長短の任意信号を以ヲて之れに代え-sことは出来怠いJ 本項の灯火及び形象物に就い

ては碇泊般と認め膏響信号に就いてのみ第四条に規定された舶舶の航行中と同様と魁めた点、は櫓輔の

あ-oものと居、われ-!o

霧中等に貴金ける信号

霧ゆ僧号については霧もや降雪豪雨その他とれらと同様に視界が制限され-!状態にある場合には之

れを行う‘ぺき皆用意周到な注意が添加された。とれらと同様とはたとえば黄塵火山友轄の棟来にJ:-!

視界不良の場合の如きであろう。斯る状態にるっては第十1i条第8項第九号の規定に従い漁掛中のご

十噸以上の漁船〈動力船捻汽笛又はサイレシ帆舶はプオグホ『νを用いて〉は一回の吹鳴に続いて号

舗を鳴らさ怠ければたら怠い。 ζの吹鳴ほ援者と短管との中間的たものと考えられ-!が由来得れば短

音よ P長音に近いものが撃をしく号鑑も特に打鴨方法が示されていないからー悶乃至数回の点打又は

乱打でよい。明確に相手般に聴取せしめ忍ことが必要でるる。又ζれに代えて調子炉数回交互に変わ

る音響信号を発してもよい乙とになったコ

一発声中の音色に数回高低の調子の変化あ-3音響信号とはたとえばサイ νシ又は法螺貝で音調を変

えて吹鳴すあ如きもので其の器具には何等の規定友愛放口で吹鳴する前記法螺貝俸の如きものであっ

τ差し支えないものであろう。市し自衛よからもフ.:tグホーν位の効果あるものが墜をしい。
二十噸未満の漁船に対し℃は特別規定は友く同長伺項第八号の二十噸未満の一般船舶の規定に従ラ

ペきであ'.)が若し実行が可能ならば本項の規定を宣告用しτ差し支えの友いものと解ナ~o

又第九条第7項の碇泊して漁拐をしている漁船も漁掛中であるから本項に従い一回の吹鳴に較さ号

鐘を鳴らさなければならない。
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是の時の笹告信号としては碇泊舶であるから当然短長短の三菅を吹鳴出来るが長短短の三智の吹鳴

は許されない。

漁船の航法

第二十六条は根本的に改正せられ底びき網その他の網又はなわく引きなわを除く〉を用い℃漁掛を

している漁船に特典カt与えられ其の他の船舶〈引きたわ漁船を含む〉は之れを避けるべきととに規定

された。

本条の漁舶Jr.は現に網又はなわを用いて漁携に従事中でなければなら十同時に第九条に規定された

灯火形象物を掲示し他舶をし℃其の漁掛中なることを明らかに確認せしめ~処置が採られていること

が必要条件であ ~o

航法の原則とし℃他舶に於て進路を避くべきとき自舶は他舶に対して其の針路漣カを保持ナべきこ

とを命じ同時に避航ナることを禁じて居る。

引き姐し網漁船或は手繰り網漁船等の投網中の旋回運動の如きは漁掛中必然の一行動として保持舶

た~ことの義務に良之5 ものでないJ 但し広き海面と臨も進航し来る他踏の前箇に於て突然投網を開始

す~が如きことは許さあべきでない。一般に避航船は保持舶が余程の特殊な事情の起きない限り避航

舶の行動を妨害ナ~如きは予想しないのであるからすでに投網を始め旋回転針運動をしてコ A あ~途中

等の極めて明確な理由のない限P英の時の針路速力は保持しなければなら友い。

この保持の義務は避航舶の避航と同様の義務を負うもので権利ではないのであるから之れが不履行

は許されない。

漁掛中殊に投網旋姐しつ L ある場合の如き自舶の行動を避航船側に於て誤解することもあ P得~か

ら若し漁船側が他舶の行動に疑問があるならば可及的早念に第三十八条後段の規定に従い短音五回以

上の注意喚起信号を発声ナベくこの時の喚起信号は強制に近いものと解すべきである。

斯くの如く漁掛中の漁船は本条により他枯から其の進路は避けらるぺきものでああが主主の針路速力

の保持は勿論他舶えの箸戒並びに協力動作等常に英の操船につき十分考慮が払われていなければなら

ない。

本条後段に航路筋においては他の船舶の航行を妨げ忍ことが出来ない骨規定されてゐるが航路筋と

は河川港湾又は水道に於℃船舶が一般に通航ナる一定の水路を詣うので相当狭障であP第ニ十五条の
所龍狭誼な~水道よ P よほど狭いものと考えられる。市レ同条の狭瞳なる水道の全域に亙ヲて多数の

漁船が漁掛に従事し℃い~ことは本条に抵触ナるものではなかろうか。且ヲどの漁船を以づて違反舶

とナミ5か等困難な問題が残忍のでる忍が恐らく事件の当事者のみに対して処置せられあであろうから

少くとも中流附近で反航ナる二隻の動力舶が互に代P行き得率幅は本条の航路筋と考え避くべきだろ

う。殊に聾出せ~水路に於℃は見透しは困難な点等考慮しなければならぬコ

むすび

以上主として漁船に関ナミ5問題を採り上げたのであるが近年に至~も未だ其の船灯信号・器具等の装

備に関心薄き小形船少なから歩市かも小形舶の事故殊に多き現状に鑑みとれ等器具の完全君主忍設備が

一日も早きことを望むと共に本法徹底の重要性を感余るものである。

終りに函館海難審判庁長鹿児島政雄氏並びに高等海難審判庁審判官藤井長治氏の貴重.なる御助言に

対し深く感謝の意を表しまナ。

(水産科学研究所業蹟第195号〉
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